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22017年（平成29年）10月1日号

毎月ゼロの日（10日・20日・30日）は、テレビやゲームを一休みして家族で読書をするなど、ふれあいの時間として過ごしましょう　問生涯学習課☎70・5658

　

10
月
１
日
か
ら
、
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

　

受
託
事
業
者
〔
綜
合
警
備
保

障（
株
）〕
に
よ
る
「
鍵
の
預
か

り
（
任
意
）」
や
看
護
師
・
管

理
栄
養
士
・
介
護
支
援
専
門
員

な
ど
に
相
談
で
き
る
「
相
談
サ

ー
ビ
ス
」
が
利
用
可
能
に
な
っ

た
こ
と
で
、
高
齢
者
の
見
守
り

体
制
を
強
化
し
ま
し
た
。

　

緊
急
時
に
は
、
緊
急
通
報
機

器
の
ボ
タ
ン
を
押
す
だ
け
で
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
り
、

状
況
に
応
じ
て
安
否
確
認
や
救

急
要
請
な
ど
の
対
応
を
行
い
ま

鍵
の
預
か
り
や
相
談
に
対
応

鍵
の
預
か
り
や
相
談
に
対
応

新
し
い
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

火災発生件数24件火災発生件数24件
すでに昨年を上回るすでに昨年を上回る

　

来
年
４
月
か
ら
の
保
育
所
入

所
希
望
を
、
11
月
１
日
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。

　

新
た
に
保
育
所
の
利
用
を
希

望
す
る
場
合
は
「
保
育
の
必
要

性
の
認
定
」
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
す
で
に
支
給
認
定

を
受
け
て
い
る
方
で
も
、
有
効

期
間
満
了
や
保
育
を
必
要
と
す

る
事
由
の
変
更
、
待
機
中
で
来

年
４
月
以
降
も
利
用
を
希
望
す

る
場
合
は
、
同
様
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

　

現
在
、
保
育
所
に
入
所
中
の

方
は
、
継
続
入
所
に
伴
う
更
新

手
続
き
が
必
要
で
す
。
必
要
書

類
は
、
入
所
中
の
園
を
と
お
し

て
11
月
頃
か
ら
配
布
予
定
で
す
。

　

私
立
幼
稚
園
の
入
園
手
続
き

は
各
園
で
行
い
ま
す
が
、
新
制

度
に
移
行
し
た
ド
レ
ー
パ
ー
記

念
幼
稚
園
と
綾
瀬
中
央
幼
稚
園

の
入
園
を
希
望
す
る
方
は
、
市

か
ら「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

す
で
に
認
定
証
を
発
行
済
み
の

方
は
、
認
定
の
確
認
を
行
い
ま

す
（
書
類
は
園
を
と
お
し
て
配

布
予
定
）。

　

問
子
育
て
支
援
課
☎
70
・
５

６
１
５
。

保育所

①綾南保育園（上土棚南）②大上保育園（大上）③つぼみ保育園（深
谷中）④吉岡保育園（吉岡）⑤おとぎ保育園（早川）⑥深谷保育園
（深谷上）⑦さくらチャイルドセンター（寺尾西）⑧綾瀬いずみ保育
園（上土棚北）⑨綾瀬いずみ保育園あーす館（上土棚北）⑩ピッピこ
とり保育園（吉岡）⑪綾瀬ゆめっこ保育園（大上）

対象
０歳（受け入れ可能月齢は施設による）～未就学の６歳児
※保育所⑧は２歳児から、⑨は１歳児まで、⑩は来年４月から４・５
歳児の受け入れ開始。定員超過などで待機になる場合あり

保育を
必要と
する事由

就労（夜間などを含む）、母親の妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、
同居か長期入院している親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就
学、虐待やＤＶ、その他市が必要と認めた場合

保育料
保護者（扶養義務者）の市民税所得割課税額の合計で保育料を算定
※来年４月～８月分は今年度の市民税所得割課税額、９月～31年３月
分は来年度の市民税所得割課税額

申込用紙 10月２日から、子育て支援課で配布（市ホームページからダウンロー
ド可）

申

市　内
保育所

申込用紙に記入し、就労証明書などを添えて、11月１日
～30日に同課へ直接（郵送不可）

市　外
保育所

保育所の名称、申込期間・要件などを保育所がある市区
町村で事前に確認の上、申込用紙に記入し、就労証明書
などを添えて、保育所がある市区町村の申込期限の１週
間前までに綾瀬市役所同課へ直接（郵送不可）

　今年の火災は、９月20日現在で24件
発生しており、昨年の21件をすでに上
回っています。特に、建物火災が増加
しており、ガスコンロの消し忘れによ
る火災が多く発生しています。これか
らは空気が乾燥して、火災が発生しや
すい時季となるので、特に注意が必要
です。
　火災予防は、一人一人の日頃の心掛
けが大切です。出掛ける前や就寝前に
は火の元を点検し、家の周囲には燃え
やすいものを置かないように注意して
ください。火災のない、安全で安心し
て暮らせるまちづくりへの協力を、お
願いします。
　問予防課☎76・0119。

来
年
度
の
保
育
所
入
所
希
望

来
年
度
の
保
育
所
入
所
希
望

11
月
１
日
、
受
付
開
始

ド
可
）
に
記
入
し
、
同
課
へ
直

接
。問

　

同
課
☎
77
・
１
１
１
６
。

す
。
固
定
電
話
に
接
続
す
る
同

機
器
本
体
の
ほ
か
、
首
か
ら
提

げ
て
携
帯
で
き
る
ペ
ン
ダ
ン
ト

型
の
無
線
緊
急
ボ
タ
ン
を
貸
し

出
し
ま
す
。

鍵
の
預
か
り
（
任
意
）

　

こ
れ
ま
で
は
、
緊
急
時
に
救

急
隊
が
駆
け
付
け
て
も
、
玄
関

や
窓
の
鍵
が
施
錠
さ
れ
て
い
る

場
合
、
屋
内
に
立
ち
入
る
こ
と

が
困
難
で
し
た
。

　

新
し
い
シ
ス
テ
ム
で
は
、
受

託
事
業
者
が
玄
関
や
勝
手
口
の

鍵
を
預
か
る
こ
と
で
、
よ
り
早

い
救
命
措
置
を
行
う
こ
と
が
可

能
で
す
。

　

預
か
っ
た
鍵
は
、
受
託
事
業

者
の
下
、
厳
重
に
管
理
さ
れ
、

緊
急
時
に
の
み
使
用
し
ま
す
。

相
談
サ
ー
ビ
ス

　

同
機
器
に
は
緊
急
時
に
押
す

ボ
タ
ン
の
ほ
か
、｢

相
談
ボ
タ

ン｣

が
付
い
て
い
ま
す
。
ボ
タ

ン
を
押
す
と
、
看
護
師
や
管
理

栄
養
士
、
介
護
支
援
専
門
員
な

ど
が
常
駐
す
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
し
た
不
安
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
内
容
を
24
時
間
相
談
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス

　

人
体
の
熱
を
感
知
す
る
空
間

セ
ン
サ
ー
や
扉
・
窓
に
設
置
す

る
開
閉
セ
ン
サ
ー
も
設
置
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。詳
し
く
は
、

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

費

　

住
民
税
の
課
税
状
況
に
応
じ

て
、
月
々
の
利
用
者
負
担
金
が

あ
り
ま
す
。
機
器
の
設
置
や
工

事
な
ど
の
費
用
は
か
か
り
ま
せ

ん
。
▼
生
活
保
護
受
給
世
帯　

費
用
免
除
▼
住
民
税
非
課
税
世

帯　

２
５
０
円
▼
住
民
税
課
税

世
帯　

５
０
０
円

対
象
者

　

市
内
在
住
の
、
世
帯
員
全
員

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
。
▼
75
歳
以
上
▼
65
歳
以
上

で
要
介
護
２
以
上
▼
65
歳
以
上

で
見
守
り
が
必
要
な
慢
性
疾
患

な
ど
が
あ
る
▼
障
が
い
手
帳
１

級
か
２
級
を
有
す
る

申

　

同
課
に
あ
る
申
請
書
（
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

相談の名称（相談無料） 日時（祝日・振替休日の閉庁日は除く）・相談内容など 問い合わせ

10　

月　

の　

相　

談

予　

約　

制

法律相談（弁護士） 毎週水曜日13時～16時30分（予約は前週の相談日８時30分から）

市民課☎70・5605
夜間法律相談（弁護士） 12日・26日の各木曜日18時～20時30分（予約は前週の木曜日８時30分から）
司法書士相談（司法書士） 17日（火）13時～16時。不動産登記、成年後見人の手続きなどに関すること（予約は１か月前の相談日８時30分から）
行政書士相談（行政書士） ２日（月）13時～16時。相続・遺言などの書類作成に関すること（予約は１か月前の相談日８時30分から）
不動産相談（専門相談員） 16日（月）13時～16時。不動産に関すること（予約は１か月前の相談日８時30分から）
ひとり親家庭の相談（母子・父子自立支援員） 毎週火・木・金曜日９時15分～12時15分・13時～17時。暮らし、子ども、就職、福祉資金貸し付けなど 子育て支援課☎70・5664
障がい児者相談（専門相談員） 毎週月～金曜日10時～15時。障がい児者の生活全般について 障がい児者相談支援センター

☎77・1118障がい者就労相談（専門相談員） 毎週火曜日10時～15時。障がい者の就労のための生活相談、面接同行、家庭訪問など
成人健康相談 11日（水）・24日（火）９時30分～11時45分。生活習慣病などの相談。骨密度測定もあり

健康づくり推進課☎77・1133保健師による心の健康相談 26日（木）10時～11時30分。心の健康相談
聴覚相談 26日（木）９時～11時30分。聴覚チェックと聞こえの相談。40歳以上の方対象
シニアあったか相談（専門相談員） 毎週月～金曜日８時30分～17時。１人暮らし高齢者の心配事などについて 高齢介護課☎70・5633

ＤＶ専門相談（専門相談員） 毎週月～金曜日13時～17時。配偶者などからの暴力について
市民課☎70・5605行政相談（行政相談委員） 10日（火）13時～16時。国などの行政に関する意見や苦情

人権身上相談（人権擁護委員） 10日（火）13時～16時、305会議室。近隣トラブル、いじめ、暴力など
保育入所相談（保育コンシェルジュ） 毎週月～金曜日９時～12時15分・13時～16時。保育所ほか子どもの預け先など 子育て支援課☎70・5615
妊娠・出産・子育て総合相談 毎週月～金曜日８時30分～12時15分・13時～17時。妊娠・出産・子育ての悩み、児童虐待について（電話可）

健康づくり推進課☎77・1133いきいき健康・食事相談 毎週月～金曜日８時30分～12時15分・13時～17時。健康・栄養・酒害相談など
高齢者ヘルスアップ相談 ２日（月）10時～11時30分、高齢者福祉会館。健康相談、心の健康相談　
消費生活相談（専門相談員） 毎週月・火・木・金曜日10時～12時・13時～16時。訪問販売・商品のトラブルなど（電話可） 消費生活センター☎70・3335
教育相談 毎週月～金曜日８時30分～17時。子どもの教育・生活に関する心配事、悩みなど 教育研究所☎79・0222
青少年相談（Ｅwm.777830@city.ayase.kanagawa.jpでも可） 毎週月～金曜日９時～17時。子ども・若者（中学卒業～29歳）の悩み、非行、ひきこもりなど 青少年相談室☎77・7830
障がい児相談（専門相談員） 毎週月～金曜日８時30分～17時。発達が気になる児童や心身に障がいのある児童について

もみの木園☎76・6770
こどもなんでも相談 毎週月～金曜日８時30分～17時。心身に障がいのある乳幼児について

▶
緊
急
通
報
機
器


